
・令和８年５月下旬（梅雨時期の前）から、気象庁が発表する「防災気象情報（○○警報、注意報等） 」が変更

・名称の変更（レベル○○など）、警戒レベル４相当となる危険警報の新設など、発表内容が変わる。

防災気象情報の変更に伴う臨時休園基準の変更について
新たな防災気象情報①

警戒
レベル
相当

大雨浸水
低地の浸水や小さな

河川の氾濫

河川氾濫
1級河川などの大きな

河川の氾濫

土砂災害
急傾斜地のがけ崩れや

土石流

高 潮
海水面の上昇や
高波による浸水

住民がとるべき行動

5
レベル５

大雨特別警報
レベル５

氾濫特別警報
レベル５

土砂災害特別警報
レベル５

高潮特別警報
命の危険

直ちに安全確保

≪警戒レベル４までに危険な場所から必ず避難≫

4
レベル４

大雨危険警報
レベル４

氾濫危険警報
レベル４

土砂災害危険警報
レベル４

高潮危険警報
危険な場所から

全員避難

3
レベル３
大雨警報

レベル３
氾濫警報

レベル３
土砂災害警報

レベル３
高潮警報

避難に時間を要する人
は早めに避難、
避難の準備など

2
レベル２

大雨注意報
レベル２

氾濫注意報
レベル２

土砂災害注意報
レベル２

高潮注意報

避難行動を確認
（避難場所や避難ルート、

避難のタイミングなど）

1 早期注意情報 災害への心構えを高める

避難情報等

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

注意報

早期注意情報

気象庁の発表する防災気象情報 市が発令



新たな防災気象情報②



新たな防災気象情報を踏まえ、新たな臨時休園基準は下表のとおり。

原則として、午前６時の時点で、下表①～③のいずれかに該当する場合に、臨時休園とします。

新たな臨時休園基準

分類 休園基準 休園対象 備考

①
特別警報
【気象庁が発表】

以下のいずれかの特別警報
大雨、氾濫、土砂災害、高潮、
暴風、暴風雪、大雪、波浪、

原則、市内全園を休園

②
避難情報
【千葉市が発令】

以下のいずれかの避難情報
・緊急安全確保
・避難指示
・高齢者等避難

（ア）市内全域に避難情報
⇒ 市内全園を休園

（イ）一部区域に避難情報
⇒当該区域に所在する園

のみを休園

※市の避難情報は、避難が必要
な区域に対して発令されます。
避難情報の発令範囲をよく確認
してください。

※「警戒レベル○相当」の表記は、
市が発令した避難情報ではあり
ません。休園基準とは異なります。

③
鉄道の計画運休
【ＪＲが発表】

以下のいずれかの運休
・全線計画運休実施中
・朝の通勤時間帯に全線
計画運休を実施予定

原則、市内全園を休園
※全線計画運休の場合が対象と

なります。原則、一部区間での運
休は対象外です。

※下線箇所が変更箇所

正式な通知は、5月下旬までに送付する予定です。

災害時は、気象庁や市が発表する情報を収集できる体制を整えていただきますよう、お願いいたします。



新たな防災気象情報に基づき、臨時休園に該当するか否か、ご判断願います。

朝６時時点で発表されている防災気象情報に基づく臨時休園の判断について

警戒
レベル
相当

朝６時時点で発表
されている防災気象情報

⇒

臨時休園の判断に
当たっての確認内容

臨時休園の有無

５
レベル５
○○特別警報

千葉市を対象に「レベル５
○○特別警報」が発表されて
いることを確認

原則、市内全園を休園

４
レベル４
○○危険警報 千葉市の発令する避難情報を

確認し、避難の対象地域に
園が所在するか否かを確認

①避難情報の対象地域に、
園が所在する場合は休園

②避難情報の対象地域に、
園が所在しない場合は、

通常開園
３

レベル３
土砂災害警報、高潮警報

３
レベル３
大雨警報、氾濫警報

千葉市を対象に発表されてい
る防災気象情報、避難情報等
を確認

通常開園

－
暴風、波浪、大雪、暴風雪
特別警報

千葉市を対象に「○○特別警
報」が発表されていることを
確認

原則、市内全園を休園

※千葉市の発令する避難情報は、「千葉市防災ポータルサイト（右の二次元バーコード）」
で確認できます。
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